
応
募
総
数
１
３
６
点
の
中
か
ら
厳
正
な
審
査
の
結
果
、
26
点
の
入

賞
作
品
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

都
留
市
長
賞

秋
惜
し
む
課
外
授
業
の
句
碑
め
ぐ
り
　
　
　
　
柿
沢
　
英
弘

秋
微
雨
小
屋
で
保
存
の
芭
蕉
句
碑
　
　
　
　
　
藤
江
　
竹
水

富
士
急
行
駅
長
賞

秋
声
や
水
音
近
き
芭
蕉
句
碑
　
　
　
　
　
　
　
村
上
と
み
え

秋
日
和
ス
タ
ン
プ
ハ
イ
ク
の
始
発
駅
　
　
　
　
村
上
　
満
江

こ
ぼ
れ
萩
熊
に
注
意
の
句
碑
め
ぐ
り
　
　
　
　
小
笠
原
　
勇

落
葉
踏
み
め
ぐ
り
め
ぐ
り
て
桃
林
軒
　
　
　
　
森
嶋
　
　
勲

都
留
市
観
光
協
会
長
賞
　
　
　
　
　
　
　
　
　

句
碑
め
ぐ
り
田
原
の
滝
に
秋
の
声
　
　
　
　
　
山
下
か
ず
子

天
高
く
芭
蕉
息
づ
く
句
碑
の
文
字
　
　
　
　
　
上
野
　
品
司

ひ
そ
や
か
に
紅
葉
と
眠
る
翁
の
句
碑
　
　
　
　
磯
村
　
久
子

句
碑
の
辺
に
座
せ
ば
小
春
の
街
は
る
か
　
　
　
平
井
　
大
三

句
碑
め
ぐ
り
水
の
都
の
柿
た
わ
わ
　
　
　
　
　
白
井
理
智
子

秋
風
や
句
碑
の
見
守
る
城
下
町
　
　
　
　
　
　
志
村
　
芳
子

鳥
渡
る
リ
ニ
ア
実
験
線
走
る
街
　
　
　
　
　
　
天
野
　
武
子

こ
の
土
を
芭
蕉
も
踏
み
し
草
紅
葉
　
　
　
　
　
志
村
登
志
子

秋
日
和
途
中
の
下
車
の
句
碑
め
ぐ
り
　
　
　
　
郷
田
　
　
至

沿
線
に
駅
ひ
と
つ
増
え
曼
珠
沙
華
　
　
　
　
　
小
林
　
清
子

都
留
市
俳
句
連
盟
賞

甲
斐
の
都
留
秋
の
一
日
の
句
碑
め
ぐ
り
　
　
　
関
戸
　
信
治

赤
の
ま
ま
城
あ
る
町
の
小
さ
き
駅
　
　
　
　
　
木
幡
　
美
佐

新
涼
の
富
士
俳
聖
を
恋
い
め
ぐ
り
　
　
　
　
　
藤
江
　
秋
生

秋
日
落
つ
温
も
り
の
こ
る
芭
蕉
句
碑
　
　
　
　
小
笠
原
直
江

小
春
日
や
気
分
は
芭
蕉
早
一
句
　
　
　
　
　
　
天
野
　
彰
子

富
士
山
号
芭
蕉
の
里
や
秋
の
滝
　
　
　
　
　
　
中
野
　
舜
一

落
葉
踏
む
碑
め
ぐ
り
の
詩
つ
れ
づ
れ
に
　
　
　
湯
本
　
和
江

秋
暑
し
フ
リ
ー
切
符
で
句
碑
め
ぐ
り
　
　
　
　
飯
田
ケ
イ
子

句
碑
め
ぐ
り
乗
り
つ
ぐ
駅
の
草
紅
葉
　
　
　
　
尾
堂
美
和
子

句
碑
め
ぐ
り
野
菊
の
坂
へ
杖
引
い
て
　
　
　
　
渡
辺
　
武
子

特例免除は、申請する年度又は前年度において退職（失業）の事実がある場合に対象となります。保険料免除の申
請は、市民生活課年金担当へ「国民年金保険料免除申請書」を提出してください。また、この特例免除については、
配偶者・世帯主が退職された場合にも対象となります。
メリット1 保険料を一部納付したのと同じ！
免除期間の年金額の計算は、保険料が納付された場合と比較して3分の１となります。
メリット2 万一の際にも確かな保障！
病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金など、免除承認期

間については支給対象の期間とされます。
メリット3 本人所得を除外して審査！
特例免除とは、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除される

ものです。ただし、配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。
山梨社会保険事務局大月事務所　 （22）5837
市民生活課　国民年金担当

国民年金は、退職（失業に）による特例免除があります

新成人の皆さん、国民年金の加入手続きをしましょう
国民年金は、国が責任をもって運営する公的年金制度です。
日本国内に住所を有する20歳から60歳までの人は、国民年金に加入して保険料を納付する義務があり、老後など
に年金を受け取る権利があります。自営業者、学生などは第1号被保険者に、サラリーマン、公務員は厚生年金や
共済組合に加入すると同時に第2号被保険者に、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者になります。
国民年金などの公的年金は、やがて訪れる長い老後の収入を国が約束してくれる年金制度です。
また、国民年金は、老後の所得保障だけではなく、病気やけがで重い障害が残ったり、18歳未満の子を残して、

父親が亡くなったときにも年金を支給し、思いがけない人生の「万一」もサポートします。
加入手続きは、第1号被保険者は市役所で、第3号被保険者は配偶者の勤務先などを経由して行います。第2号被

保険者は厚生年金保険などの加入手続きにあわせて行いますので、個別の手続きは必要ありません。
第1号被保険者となる方は、20歳になったら忘れずに加入手続きをしてください。
なお、学生である場合など、収入が少ないために国民年金保険料の納付ができない場合は、申請により保険料の
納付が猶予・免除となる「学生納付特例制度」「若年者納付猶予制度」「保険料免除・一部納付（免除）制度」がありま
す。この申請を行わないまま、国民年金保険料が未納となっていると、万一のときに障害年金が受け取れないなど
の思わぬ事態を招きますのでご注意ください。
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